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日付：平成22年8月24日

医療法施行令 

 発令  ：昭和23年10月27日号外政令第326号 

 最終改正：平成22年3月25日政令第41号 

 改正内容：平成22年3月25日政令第41号［平成22年4月1日］ 

 

○医療法施行令 

〔昭和二十三年十月二十七日号外政令第三百二十六号〕 

〔総理・文部・厚生・運輸・逓信大臣署名〕 

〔沿革〕 

医療法の特例等に関する政令をここに公布する。 

医療法施行令 

内閣は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第六条、第二十一条第二項〔平成一二年一二月法

律一四一号により削除〕及び第二十三条第二項並びに保健婦助産婦看護婦法〔現行＝保健師助産師看

護師法＝平成一三年一二月法律一五三号により題名改正〕（昭和二十三年法律第二百三号）第四十九

条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 

（法の適用に関する特例） 

第一条 国の開設する病院、診療所又は助産所に関して医療法（以下「法」という。）を適用するに

ついては、次の表の上欄に掲げる法の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下

欄の字句と読み替えるものとする。 

  

 第七条第一項 開設地の都道府県知事（診療

所又は助産所にあつては、そ

の開設地が保健所を設置する

市又は特別区の区域にある場

合においては、当該保健所を

設置する市の市長又は特別区

の区長。第八条から第九条ま

で、第十二条、第十五条、第

十八条、第二十四条及び第二

十七条から第三十条までの規

定において同じ。）の許可を

受けなければならない。 

主務大臣は、病院については、厚生労働大

臣の承認を受け、診療所又は助産所につい

ては、あらかじめその旨を厚生労働大臣に

通知しなければならない。 

 

 第七条第三項 当該診療所の所在地の都道府

県知事の許可 

主務大臣は、厚生労働大臣の承認  

 第七条第四項 都道府県知事又は保健所を設

置する市の市長若しくは特別

区の区長 

厚生労働大臣  

 許可 承認  

 第八条の二第二項

及び第九条第一項 

都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。 

主務大臣は、厚生労働大臣にその旨を通知

しなければならない。 

 

 第十二条第二項 その病院、診療所又は助産所

所在地の都道府県知事の許可 

主務大臣から厚生労働大臣に協議し、その

承認 

 

 第十二条の二第一

項及び第十二条の

三第一項 

開設者 管理者  

 第十五条第三項 病院又は診療所所在地の都道

府県知事に届け出なければな

らない。 

厚生労働大臣に通知しなければならない。  
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 第十六条但書 許可 承認  

 第十八条ただし書 但し、病院又は診療所所在地

の都道府県知事の許可を受け

た場合は、この限りでない。 

ただし、病院又は診療所の管理者において

その必要がないと認めるときは、この限り

でない。この場合においては、当該病院又

は診療所の管理者は、その病院又は診療所

所在地の都道府県知事（診療所にあつては、

その開設地が保健所を設置する市又は特別

区の区域にある場合においては、当該保健

所を設置する市の市長又は特別区の区長）

にその旨を通知しなければならない。 

 

 第二十三条の二 都道府県知事 厚生労働大臣  

 その開設者 主務大臣  

 その人員の増員を命じ、又は

期間を定めて、その業務の全

部若しくは一部の停止を命ず

る 

その人員の増員を申し出、又は期間を定め

て、その業務の全部若しくは一部の停止を

申し出る 

 

 第二十四条第一項 都道府県知事 厚生労働大臣  

 その開設者 主務大臣  

 使用を制限し、若しくは禁止

し、又は期限を定めて、修繕

若しくは改築を命ずる 

使用の制限若しくは停止を申し出、又は期

限を定めて、その修繕若しくは改築を申し

出る 

 

 第二十四条第二項 その開設者 主務大臣  

 命ずる 申し出る  

 第二十五条第一項 開設者若しくは管理者 管理者 

  

 

 第二十五条第二項 開設者又は管理者 管理者 

  

 

 第二十五条第三項 開設者若しくは管理者 管理者 

  

 

 第二十五条第四項 開設者又は管理者 管理者 

  

 

 第二十七条 その所在地を管轄する都道府

県知事の検査を受け、許可証

の交付を 

それぞれ厚生労働大臣又はその所在地を管

轄する都道府県知事（その開設地が保健所

を設置する市又は特別区の区域にある場合

においては、当該保健所を設置する市の市

長又は特別区の区長）の検査を受け、その

承認を 

 

 第二十八条 都道府県知事 厚生労働大臣  

 開設者 主務大臣  

 命ずる 申し出る  

 第二十九条第三項

第二号及び第四項

第二号 

開設者 管理者  

第二条 都道府県知事、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の規定に基づく政令

で定める市（以下「保健所を設置する市」という。）の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一

項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院の中に設けられた病

院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければな

らない。 

２ 前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十一条の三第一項の規定
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による措置を実施させる場合について準用する。 

第三条 国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、

第二項、第三項（第三号に係る部分に限る。）及び第四項（第三号に係る部分に限る。）、第三十

条並びに第三十条の十一の規定は適用しない。 

２ 刑事施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院又は入国者収容所若しくは地方入国管理局の

中に設けられた病院又は診療所については、法第六条の三並びに第十四条の二第一項第一号及び第

二号の規定は適用しない。 

（広告することができる診療科名） 

第三条の二 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。 

一 医業については、次に掲げるとおりとする。 

イ 内科 

ロ 外科 

ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称

（医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定め

るものを除く。） 

（１） 頭頸（けい）部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛（こう）門、

血管、心臓血管、腎（じん）臓、脳神経、神経、血液、乳腺（せん）、内分泌若しくは代謝

又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓

器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの 

（２） 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、こ

れらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの 

（３） 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼（と

う）痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし

特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの 

（４） 感染症、腫（しゆ）瘍（よう）、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若

しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの 

ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの 

（１） 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、

耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科 

（２） （１）に掲げる診療科名とハ（１）から（４）までに定める事項とを厚生労働省令で

定めるところにより組み合わせた名称（医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わ

せとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。） 

二 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。 

イ 歯科 

ロ 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称（歯科医学

的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるもの

を除く。） 

（１） 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定

めるもの 

（２） 矯正若しくは口腔（くう）外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯

科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの 

２ 前項第一号ニ（１）に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該

各号に掲げる診療科名に代えることができる。 

一 産婦人科 産科又は婦人科 

二 放射線科 放射線診断科又は放射線治療科 

（診療所の病床設置の届出） 

第三条の三 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けない

で診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労働省令

で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 

（開設者の住所等の変更の届出） 
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第四条 病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開

設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働

省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道

府県知事（診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にあ

る場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び次条において同

じ。）に届け出なければならない。 

２ 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数

その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療

所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助

産師は、法第八条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は

助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 

（開設後の届出） 

第四条の二 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設し

たときは、十日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、

当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 前項の者は、同項の規定により届け出た事項のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令

で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県

知事に届け出なければならない。 

（特定機能病院に係る変更の届出） 

第四条の三 特定機能病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内

に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

（行政処分に関する通知） 

第四条の四 次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第

一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その

旨を都道府県知事に通知しなければならない。 

一 法第二十五条第一項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対

し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する

人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査

させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長（次号において「保健所設置市長等」という。） 

二 法第二十五条第二項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療

録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じた保健所設置市長等 

（読替規定） 

第四条の五 国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令を適用するについては、次の表

の上欄に掲げるこの政令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と

読み替えるものとする。 

  

 第三条の二 当該診療所所在地の都道府県

知事に届け出なければならな

い。 

主務大臣において厚生労働大臣に通知しな

ければならない。 

 

 第四条第一項 当該病院、診療所又は助産所

所在地の都道府県知事（診療

所又は助産所にあつては、そ

の開設地が保健所を設置する

市又は特別区の区域にある場

合においては、当該保健所を

設置する市の市長又は特別区

の区長。第三項及び次条にお

いて同じ。）に届け出なけれ

主務大臣において厚生労働大臣に通知しな

ければならない。 
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ばならない。 

 第四条第二項 当該診療所所在地の都道府県

知事に届け出なければならな

い。 

主務大臣において厚生労働大臣に通知しな

ければならない。 

 

 第四条の二第一項 開設の許可を受けた者 開設につき厚生労働大臣の承認を受け、又

はあらかじめ厚生労働大臣に通知した者 

 

 第四条の二第一項

及び第二項 

当該病院、診療所又は助産所

所在地の都道府県知事に届け

出なければならない。 

厚生労働大臣に通知しなければならない。  

 第四条の三 開設者 管理者  

 第四条の四 法第二十三条の二、第二十四

条第一項、第二十八条又は第

二十九条第一項から第三項ま

での規定による処分 

第一条の規定により読み替えて適用される

法第二十三条の二、第二十四条第一項、第

二十八条又は第二十九条第三項（第三号に

係る部分を除く。）の規定による申出 

 

 都道府県知事 厚生労働大臣  

 法第二十五条第一項 第一条の規定により読み替えて適用される

法第二十五条第一項 

 

 開設者若しくは管理者 管理者  

 保健所を設置する市の市長又

は特別区の区長 

都道府県知事、保健所を設置する市の市長

又は特別区の区長 

 

 法第二十五条第二項 第一条の規定により読み替えて適用される

法第二十五条第二項 

 

（病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等） 

第四条の六 法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、独立行政法人放射線医学

総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院

機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法

人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立

成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとする。 

２ 法第七条の二第七項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構が病

院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、

又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しよう

とする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に

係る病床（病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床

の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床）の利用者の見込数で、労働者災害補償

保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者

の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。 

（診療等に著しい影響を与える業務） 

第四条の七 法第十五条の二に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。 

一 人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病

理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務 

二 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業

務 

三 病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務 

四 患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬

送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの 

五 厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務 

六 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務（高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二

百四号）の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。） 

七 患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務 
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八 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供

する施設の清掃の業務 

（病院報告の提出） 

第四条の八 病院（療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。）の管理者

は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況、従業者の配置の状

況その他の事項に関する報告書（以下この条において「病院報告」という。）を厚生労働大臣に提

出しなければならない。 

２ 病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出す

るものとする。 

３ 病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当

該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。 

４ 前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長

を経由して行うものとする。 

５ 第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところによ

り、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。 

（罰則） 

第五条 医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）第十六条又は第十七条に掲げる基準に違

反した者は、十万円以下の罰金に処する。 

（基準病床数の算定の特例） 

第五条の二 法第三十条の四第五項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 

一 急激な人口の増加が見込まれること。 

二 特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。 

三 その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。 

２ 法第三十条の四第五項の規定により、同条第二項第十二号に規定する基準病床数（以下「基準病

床数」という。）に関する同条第四項に規定する標準（以下「算定標準」という。）によらないこ

ととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定標準に従い算定した数に

厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を

得た数とする。 

第五条の三 法第三十条の四第六項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 

一 急激な人口の増加が見込まれること。 

二 特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。 

三 その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。 

２ 法第三十条の四第六項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定標準又は前条第

二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。 

３ 法第三十条の四第六項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定する

こととされた区域（次条第三項において「基準病床数算定区域」という。）とする。 

４ 法第三十条の四第六項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数

の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の

増加の許可の申請とする。 

第五条の四 法第三十条の四第七項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で

定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可

又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。 

２ 法第三十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定標準又は第五条

の二第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数と

する。 

３ 法第三十条の四第七項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域と

する。 

（社会医療法人に係る認定の申請） 

第五条の五 法第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法

人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定
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めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなけ

ればならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければ

ならない。 

（社会医療法人債等に関する読替え） 

第五条の六 法第五十四条の七の規定において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合におけ

る社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人

債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法（平成十七年法律第八

十六号）の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

  

 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句  

 第六百七十七条第一項 前条の 医療法（昭和二十三年法律第二百五

号）第五十四条の三第一項の 

 

 会社の商号 社会医療法人（医療法第四十二条の二

第一項に規定する社会医療法人をい

う。）の名称 

 

 前条各号 医療法第五十四条の三第一項各号  

 法務省令 厚生労働省令  

 第六百七十七条第二項 前条の 医療法第五十四条の三第一項の  

 前条第九号 医療法第五十四条の三第一項第十号  

 第六百七十七条第三項 電磁的方法 電磁的方法（電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって厚生労働省令

で定めるものをいう。以下同じ。） 

 

 第六百七十七条第四項 法務省令 厚生労働省令  

 第六百七十八条第一項 前条第二項第二号 医療法第五十四条の七において準用

する前条第二項第二号 

 

 第六百七十八条第二項 第六百七十六条第十号 医療法第五十四条の三第一項第十一

号 

 

 第六百七十九条 前二条 医療法第五十四条の七において準用

する前二条 

 

 第六百八十条第二号 前条 医療法第五十四条の七において準用

する前条 

 

 第六百八十二条第一項 無記名社債 無記名社会医療法人債（医療法第五十

四条の四第四号に規定する無記名社

会医療法人債をいう。以下同じ。） 

 

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 記録された社債原簿記載事

項 

記録された社会医療法人債原簿記載

事項（医療法第五十四条の四各号に掲

げる事項をいう。以下同じ。） 

 

 当該社債原簿記載事項 当該社会医療法人債原簿記載事項  

 電磁的記録 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理

の用に供されるものとして厚生労働

省令で定めるものをいう。以下同じ。）

 

 第六百八十二条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百八十二条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  
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 法務省令 厚生労働省令  

 第六百八十三条 社債原簿管理人 社会医療法人債原簿管理人  

 第六百八十四条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 本店（社債原簿管理人 主たる事務所（社会医療法人債原簿管

理人 

 

 第六百八十四条第二項 法務省令 厚生労働省令  

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 営業時間内 執務時間内  

 第六百八十四条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百八十五条第一項、第

三項及び第四項 

社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百八十五条第五項 第七百二十条第一項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百二十条第一項 

 

 第六百八十八条第一項及び

第二項 

社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百八十八条第三項 無記名社債 無記名社会医療法人債  

 第六百九十条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 社債原簿記載事項 社会医療法人債原簿記載事項  

 第六百九十条第二項 無記名社債 無記名社会医療法人債  

 第六百九十一条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 社債原簿記載事項 社会医療法人債原簿記載事項  

 第六百九十一条第二項 法務省令 厚生労働省令  

 第六百九十一条第三項 無記名社債 無記名社会医療法人債  

 第六百九十三条及び第六百

九十四条第一項 

社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百九十五条第一項 前条第一項各号 医療法第五十四条の七において準用

する前条第一項各号 

 

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百九十五条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百九十五条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 法務省令 厚生労働省令  

 第六百九十五条の二第一項 株式会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百九十五条の二第二項 第六百八十一条第四号 医療法第五十四条の四第四号  

 株式会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百九十五条の二第三項 第六百八十二条第一項及び

第六百九十条第一項 

医療法第五十四条の七において読み

替えて準用する第六百八十二条第一

項及び第六百九十条第一項 

 

 第六百八十二条第一項中

「記録された社債原簿記載

事項」 

同法第五十四条の七において読み替

えて準用する第六百八十二条第一項

中「記録された社会医療法人債原簿記

載事項（医療法第五十四条の四各号に

掲げる事項をいう。以下同じ。）」 

 

 記録された社債原簿記載事

項（当該社債権者の有する

社債が信託財産に属する旨

を含む。） 

記録された社会医療法人債原簿記載

事項（医療法第五十四条の四各号に掲

げる事項をいう。以下同じ。）（当該

社会医療法人債権者の有する社会医

療法人債が信託財産に属する旨を含

む。） 
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 第六百九十条第一項中「社

債原簿記載事項」 

同法第五十四条の七において読み替

えて準用する第六百九十条第一項中

「社会医療法人債原簿記載事項」 

 

 「社債原簿記載事項（当該

社債権者の有する社債が信

託財産に属する旨を含

む。）」 

「社会医療法人債原簿記載事項（当該

社会医療法人債権者の有する社会医

療法人債が信託財産に属する旨を含

む。）」 

 

 第六百九十六条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第六百九十七条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 商号 名称  

 第六百九十八条 第六百七十六条第七号 医療法第五十四条の三第一項第八号  

 第七百条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

  

 第七百一条第二項 前条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する前条第二項 

 

 第七百三条 法務省令 厚生労働省令  

 第七百五条第四項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百六条第一項 第六百七十六条第八号 医療法第五十四条の三第一項第九号  

 、再生手続、更生手続若し

くは特別清算に関する手続 

若しくは再生手続  

 前条第一項 医療法第五十四条の七において準用

する前条第一項 

 

 第七百六条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 電子公告 電子公告（医療法人が定款又は寄附行

為に定めるところにより公告（医療法

又は他の法律の規定により官報に掲

載する方法によりしなければならな

いものとされているものを除く。）を

する方法のうち、電磁的方法により不

特定多数の者が公告すべき内容であ

る情報の提供を受けることができる

状態に置く措置であって厚生労働省

令で定めるものをとる方法をいう。以

下同じ。） 

 

 第七百六条第四項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百九条第二項 第七百五条第一項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百五条第一項 

 

 第七百十条第一項 この法律 医療法若しくは医療法第五十四条の

七において準用するこの法律 

 

 第七百十条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 法務省令 厚生労働省令  

 第七百十一条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百十一条第二項 第七百二条 医療法第五十四条の五  

 第七百十二条 第七百十条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百十条第二項 

 

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 前条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する前条第二項 

 

 第七百十三条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百十四条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百三条各号 医療法第五十四条の七において準用  
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する第七百三条各号 

 第七百十一条第三項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百十一条第三項 

 

 前条 医療法第五十四条の七において準用

する前条 

 

 第七百十四条第二項及び第

四項 

社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百十七条第二項 次条第三項 医療法第五十四条の七において準用

する次条第三項 

 

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百十八条第一項及び第

二項 

社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百十八条第四項 無記名社債 無記名社会医療法人債  

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百十九条第四号 法務省令 厚生労働省令  

 第七百二十条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百二十条第三項 前条各号 医療法第五十四条の七において準用

する前条各号 

 

 第七百二十条第四項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 前条各号 医療法第五十四条の七において準用

する前条各号 

 

 第七百二十条第五項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百二十一条第一項 前条第一項 医療法第五十四条の七において準用

する前条第一項 

 

 法務省令 厚生労働省令  

 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類  

 第七百二十一条第二項 前条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する前条第二項 

 

 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類  

 第七百二十一条第三項 前条第四項 医療法第五十四条の七において準用

する前条第四項 

 

 無記名社債 無記名社会医療法人債  

 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類  

 第七百二十一条第四項 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類  

 第七百二十二条 第七百十九条第三号 医療法第五十四条の七において準用

する第七百十九条第三号 

 

 第七百二十条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百二十条第二項 

 

 法務省令 厚生労働省令  

 第七百二十三条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百二十三条第三項 無記名社債 無記名社会医療法人債  

 第七百二十四条第二項 第七百六条第一項各号 医療法第五十四条の七において準用

する第七百六条第一項各号 

 

 第七百六条第一項、第七百

三十六条第一項、第七百三

十七条第一項ただし書及び

第七百三十八条 

医療法第五十四条の七において準用

する第七百六条第一項、第七百三十六

条第一項、第七百三十七条第一項ただ

し書及び第七百三十八条 

 

 第七百二十四条第三項 第七百十九条第二号 医療法第五十四条の七において準用

する第七百十九条第二号 

 

 第七百二十五条第四項 第七百二十条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百二十条第二項 

 

 第七百二十六条第二項及び 法務省令 厚生労働省令  
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第七百二十七条第一項 

 第七百二十七条第二項 第七百二十条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百二十条第二項 

 

 第七百二十九条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百七条 医療法第五十四条の七において準用

する第七百七条 

 

 第七百二十九条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百三十条 第七百十九条及び第七百二

十条 

医療法第五十四条の七において準用

する第七百十九条及び第七百二十条 

 

  

 第七百三十一条第一項 法務省令 厚生労働省令  

 第七百三十一条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 本店 主たる事務所  

 第七百三十一条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 営業時間内 執務時間内  

 法務省令 厚生労働省令  

 第七百三十三条 第六百七十六条 医療法第五十四条の三第一項  

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百三十五条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百三十六条第一項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者  

 第七百三十六条第二項 第七百十八条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百十八条第二項 

 

 第七百三十六条第三項及び

第七百三十七条第一項 

代表社債権者 代表社会医療法人債権者  

 第七百三十七条第二項 第七百五条第一項から第三

項まで、第七百八条及び第

七百九条 

医療法第五十四条の七において準用

する第七百五条第一項から第三項ま

で、第七百八条及び第七百九条 

 

 代表社債権者 代表社会医療法人債権者  

 第七百三十八条 代表社債権者 代表社会医療法人債権者  

 第七百三十九条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百四十条第一項 第四百四十九条、第六百二

十七条、第六百三十五条、

第六百七十条、第七百七十

九条（第七百八十一条第二

項において準用する場合を

含む。）、第七百八十九条

（第七百九十三条第二項に

おいて準用する場合を含

む。）、第七百九十九条（第

八百二条第二項において準

用する場合を含む。）又は

第八百十条（第八百十三条

第二項において準用する場

合を含む。） 

医療法第五十九条第一項  

 第七百四十条第二項 第七百二条 医療法第五十四条の五  

 第七百四十条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第四百四十九条第二項、第

六百二十七条第二項、第六

百三十五条第二項、第六百

七十条第二項、第七百七十

九条第二項（第七百八十一

条第二項において準用する

医療法第五十九条第一項  
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場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）、第七百八

十九条第二項（第七百九十

三条第二項において準用す

る場合を含む。以下この項

において同じ。）、第七百

九十九条第二項（第八百二

条第二項において準用する

場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）及び第八百

十条第二項（第八百十三条

第二項において準用する場

合を含む。以下この項にお

いて同じ。） 

 第四百四十九条第二項、第

六百二十七条第二項、第六

百三十五条第二項、第六百

七十条第二項、第七百七十

九条第二項及び第七百九十

九条第二項中「知れている

債権者」とあるのは「知れ

ている債権者（社債管理者

がある場合にあっては、当

該社債管理者を含む。）」

と、第七百八十九条第二項

及び第八百十条第二項中

「知れている債権者（同項

の規定により異議を述べる

ことができるものに限

る。）」とあるのは「知れ

ている債権者（同項の規定

により異議を述べることが

できるものに限り、社債管

理者がある場合にあっては

当該社債管理者 

同項中「判明している債権者」とある

のは、「判明している債権者（社会医

療法人債管理者がある場合にあって

は、当該社会医療法人債管理者 

 

 第七百四十一条第一項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者  

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百四十一条第二項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者  

 第七百四十一条第三項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者  

 第七百五条第一項（第七百

三十七条第二項 

医療法第五十四条の七において準用

する第七百五条第一項（同法第五十四

条の七において準用する第七百三十

七条第二項 

 

 第七百四十二条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第七百四十二条第二項 第七百三十二条 医療法第五十四条の七において準用

する第七百三十二条 

 

 社債発行会社 社会医療法人債発行法人  

 第八百六十五条第三項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者  

 第七百三十七条第二項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百三十七条第二項 

 

 第八百六十五条第四項 会社法第八百六十五条第一

項 

医療法（昭和二十三年法律第二百五

号）第五十四条の七において準用する

会社法（平成十七年法律第八十六号）
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第八百六十五条第一項 

 社債権者 社会医療法人債権者  

 第八百六十六条 前条第一項又は第三項 医療法第五十四条の七において準用

する前条第一項又は第三項 

 

 第八百六十七条 第八百六十五条第一項又は

第三項 

医療法第五十四条の七において準用

する第八百六十五条第一項又は第三

項 

 

 本店 主たる事務所  

 第八百六十八条第三項 第七百五条第四項、第七百

六条第四項、第七百七条、

第七百十一条第三項、第七

百十三条、第七百十四条第

一項及び第三項、第七百十

八条第三項、第七百三十二

条、第七百四十条第一項並

びに第七百四十一条第一項 

医療法第五十四条の七において準用

する第七百五条第四項、第七百六条第

四項、第七百七条、第七百十一条第三

項、第七百十三条、第七百十四条第一

項及び第三項、第七百十八条第三項、

第七百三十二条、第七百四十条第一項

並びに第七百四十一条第一項 

 

 本店 主たる事務所  

 第八百六十九条 この法律 医療法第五十四条の七において準用

するこの法律 

 

 第八百七十条 この法律の規定（第二編第

九章第二節を除く。） 

医療法第五十四条の七において準用

するこの法律の規定 

 

 当該各号に定める者（第四

号及び第六号にあっては、

申立人を除く。） 

当該各号に定める者  

 第七百三十二条 医療法第五十四条の七において準用

する第七百三十二条 

 

 第七百四十条第一項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百四十条第一項 

 

 第七百四十一条第一項 医療法第五十四条の七において準用

する第七百四十一条第一項 

 

 第八百七十一条 この法律 医療法第五十四条の七において準用

するこの法律 

 

 第八百七十四条各号 医療法第五十四条の七において準用

する第八百七十四条第一号及び第四

号 

 

 第八百七十二条 第八百七十条各号 医療法第五十四条の七において準用

する第八百七十条第三号及び第十号

から第十二号まで 

 

 定める者（同条第二号、第

五号及び第七号に掲げる裁

判にあっては、当該各号に

定める者） 

定める者  

 第八百七十三条 前条 医療法第五十四条の七において準用

する前条（第四号に係る部分に限る。）

 

 第八百七十条第三号 医療法第五十四条の七において準用

する第八百七十条第三号 

 

 第八百七十条第十一号 医療法第五十四条の七において準用

する第八百七十条第十一号 

 

  

 第八百七十四条第一号 第八百七十条第二号に規定

する一時取締役、会計参与、

監査役、代表取締役、委員、

社会医療法人債管理者の特別代理人

又は医療法第五十四条の七において

準用する第七百十四条第三項 
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執行役若しくは代表執行役

の職務を行うべき者、清算

人、代表清算人、清算持分

会社を代表する清算人、同

号に規定する一時清算人若

しくは代表清算人の職務を

行うべき者、検査役、第五

百一条第一項（第八百二十

二条第三項において準用す

る場合を含む。）若しくは

第六百六十二条第一項の鑑

定人、第五百八条第二項（第

八百二十二条第三項におい

て準用する場合を含む。）

若しくは第六百七十二条第

三項の帳簿資料の保存をす

る者、社債管理者の特別代

理人又は第七百十四条第三

項 

 第八百七十四条第四号 この法律 医療法第五十四条の七において準用

するこの法律 

 

 第八百七十条第一号及び第

十二号 

医療法第五十四条の七において準用

する第八百七十条第十二号 

 

 第八百七十五条及び第八百

七十六条 

この法律 医療法第五十四条の七において準用

するこの法律 

 

（書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等） 

第五条の七 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法（準用会社法（法第五十四条の七において

準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。）第六百七十七条第三項に規定する電

磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。）により提供しようとする者（次項において

「提供者」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相

手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

一 準用会社法第六百七十七条第三項 

二 準用会社法第七百二十一条第四項 

三 準用会社法第七百二十五条第三項 

四 準用会社法第七百二十七条第一項 

五 準用会社法第七百三十九条第二項 

２ 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法

による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁

的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、

この限りでない。 

（電磁的方法による通知の承諾等） 

第五条の八 準用会社法第七百二十条第二項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者

（次項において「通知発出者」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、

当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的

方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法に

よつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限

りでない。 

（社会医療法人債に関する法令の適用） 



15/22  

第五条の九 法第五十四条の八に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法（明治三十八年法

律第五十二号。同法第二十四条第二項を除く。）及び担保付社債信託法施行令（平成十四年政令第

五十一号）とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社

会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医

療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社

債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の

上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句

と読み替えるものとする。 

  

 読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句  

 担保付社債信託法（以下こ

の表において「担信法」と

いう。）第二条第三項 

会社法（平成十七年法律第

八十六号）第七百二条 

医療法（昭和二十三年法律第二百五

号）第五十四条の五 

 

 担信法第十九条第一項第十

号 

会社法第六百九十八条 医療法第五十四条の七において準用

する会社法第六百九十八条 

 

 担信法第十九条第一項第十

一号 

会社法第七百六条第一項第

二号 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百六条第一項第二号 

 

 担信法第二十四条第一項 会社法第六百七十七条第一

項各号 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第六百七十七条第一項各

号 

 

 担信法第二十六条 会社法第六百九十七条第一

項の規定により記載すべき

事項（新株予約権付社債に

係る担保付社債券にあって

は、同法第二百九十二条第

一項の規定により記載すべ

き事項） 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第六百九十七条第一項の

規定により記載すべき事項 

 

 担信法第二十八条 会社法第六百八十一条各号 医療法第五十四条の四各号  

 担信法第三十一条 会社法第七百十七条第二

項、第七百十八条第一項及

び第四項、第七百二十条第

一項、第七百二十九条第一

項並びに第七百三十一条第

三項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百十七条第二項、第七

百十八条第一項及び第四項、第七百二

十条第一項、第七百二十九条第一項並

びに第七百三十一条第三項 

 

 担信法第三十二条 会社法第七百二十四条第一

項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百二十四条第一項 

 

 担信法第三十三条第一項 会社法第七百三十一条第一

項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百三十一条第一項 

 

 担信法第三十四条第一項 会社法第七百三十七条第一

項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百三十七条第一項 

 

 会社法第七百三十七条第二

項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百三十七条第二項 

 

 担信法第三十四条第二項 会社法第七百三十六条第一

項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百三十六条第一項 

 

 担信法第四十三条第二項 担保権の実行の申立てを

し、又は企業担保権 

又は担保権  

 担信法第四十七条第一項 会社法第七百四十一条第一

項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百四十一条第一項 

 

 担信法第四十七条第三項 会社法第七百四十一条第三 医療法第五十四条の七において準用  
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項 する会社法第七百四十一条第三項 

 担信法第四十八条第一項 会社法第七百四十一条第一

項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百四十一条第一項 

 

 担信法第四十八条第三項 会社法第七百四十一条第三

項 

医療法第五十四条の七において準用

する会社法第七百四十一条第三項 

 

（行政処分に関する通知） 

第五条の十 法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第六十三条第一項の規定

により、医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その

事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させた都道府県知事は、法第六十八条の二第一

項の規定により読み替えて適用される法第六十四条から第六十六条までの規定による処分が行われ

る必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 

（医療法人台帳等） 

第五条の十一 厚生労働大臣及び都道府県知事は、それぞれ医療法人台帳を備え、厚生労働大臣にあ

つては、二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人

について、都道府県知事にあつては、その他の医療法人で当該都道府県の区域内に主たる事務所を

有するものについて、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 

２ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人（二以上の都道府県の

区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人を除く。）が、他の都道府県

の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当

該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 

（登記の届出） 

第五条の十二 医療法人が、組合等登記令（昭和三十九年政令第二十九号）の規定により登記したと

きは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、

登記事項が法第四十四条第一項、第五十条第一項、第五十五条第六項及び第五十七条第四項の規定

による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。 

（役員変更の届出） 

第五条の十三 医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び

履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

（書類の保存期間） 

第五条の十四 都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳

及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から五年間保存しなければならない。 

第五条の十五 二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療

法人に係る第五条の五及び前三条の規定の適用については、第五条の五中「法第四十二条の二第一

項」とあるのは「法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四十二条の二第

一項」と、「当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」

と、第五条の十二中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「法第四十四条第一項、第

五十条第一項、第五十五条第六項及び第五十七条第四項」とあるのは「法第六十八条の二第一項の

規定により読み替えて適用される法第四十四条第一項、第五十条第一項、第五十五条第六項及び第

五十七条第四項」と、前二条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」とする。 

（都道府県医療審議会） 

第五条の十六 都道府県医療審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内で組織する。 

第五条の十七 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者

のうちから、都道府県知事が任命する。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、非常勤とする。 

第五条の十八 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。 
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第五条の十九 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置

くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

４ 専門委員は、非常勤とする。 

第五条の二十 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

第五条の二十一 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。 

４ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。 

５ 第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。 

第五条の二十二 第五条の十六から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に

関し必要な事項は、審議会が定める。 

（権限の委任） 

第五条の二十三 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

地方厚生局長に委任することができる。 

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方

厚生支局長に委任することができる。 

附 則 

〔施行期日〕 

第六条 この政令は、法施行の日〔昭和二三年一〇月二七日〕から施行する。 

〔国の開設する病院等に関する経過規定〕 

第七条 この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、法第七条第一項及びこの政令第

二条の規定による承認があつたものとみなす。 

２ この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、法第七条第一項及びこの政令第二

条の規定による通知があつたものとみなす。 

３ 前項の診療所は、この政令施行の日から六月間は、法第三条第二項の規定にかかわらず、なお従

前の名称を用いることができる。 

４ 第二項の規定による診療所については、この政令施行の日から三年間は、法第十三条の規定によ

らないことができる。但し、病院の普及が十分でない地域にある診療所について、主務大臣が厚生

大臣に協議しその承認を受けたときは、更に二年間法第十三条の規定によらないことができる。 

５ 第一項又は第二項の規定による病院又は診療所の構造設備については、この政令施行の日から三

年間は、なお法第二十一条及び第二十三条の規定によらないことができる。但し、構造設備に重大

な変更を加える必要がある場合において、主務大臣が厚生大臣に協議しその承認を受けたときは、

更に二年間は、なおこれらの規定によらないことができる。 

６ 第一項の規定による病院又は第二項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、法

第二十七条及びこの政令第二条の規定による検査及び承認があつたものとみなす。 

（広告に関する経過規定） 

第八条 国の開設する病院又は診療所の広告でこの政令施行の際現に存するものについては、この政

令施行の日から六月間は、法第三十九条及び第四十条第三項の規定は適用しない。 

〔大学に関する経過規定〕 

第九条 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十八条の規定により大学令（大正七年勅令

第三百八十八号）による大学又は専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校とし

て、その存続を認められた大学又は専門学校は、第三条の大学とみなす。 

〔国民医療法施行令等の廃止〕 

第十条 国民医療法施行令（昭和十七年勅令第六百九十五号）及び国民医療法施行令特例（昭和二十

一年勅令第四十二号）は廃止する。 

〔国の貸付金の償還期間等〕 
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第十一条 法第八十六条第三項に規定する政令で定める期間は、五年（二年の据置期間を含む。）と

する。 

２ 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の

促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第五条第一項の規定により読み替えて準

用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第六条

第一項の規定による貸付けの決定（以下「貸付決定」という。）ごとに、当該貸付決定に係る法第

八十六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金（以下「国の貸付金」という。）の交付を完了

した日（その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当

該年度の末日の前々日）の翌日から起算する。 

３ 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 

４ 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三

項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 

５ 法第八十六条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償

還を行つた場合とする。 

附 則〔昭和二五年三月三一日政令第五一号〕 

この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。 

附 則〔昭和二五年八月二六日政令第二七三号〕 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則〔昭和二七年七月三一日政令第三〇五号〕 

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 

附 則〔昭和二八年九月一七日政令第二八三号抄〕 

１ この政令は、公布の日から施行する。〔後略〕 

附 則〔昭和二九年五月二八日政令第一一三号〕 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則〔昭和三三年五月一五日政令第一二五号〕 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則〔昭和三八年五月一三日政令第一六四号〕 

この政令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。 

附 則〔昭和三九年三月二五日政令第三二号〕 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則〔昭和三九年七月一六日政令第二五〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 

附 則〔昭和六〇年三月五日政令第二四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

附 則〔昭和六〇年三月一五日政令第三一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 

附 則〔昭和六〇年一二月二四日政令第三一九号〕 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則〔昭和六一年六月一七日政令第二一四号〕 

１ この政令は、医療法の一部を改正する法律〔昭和六〇年一二月法律第一〇九号〕の施行の日（昭

和六十一年六月二十七日）から施行する。ただし、第一条中医療法施行令第三条第一項及び第四条

の五の改正規定並びに第七条の規定は同年八月一日から、第一条中同令第五条の二第一項及び第二

項の改正規定は同年十月一日から施行する。 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則〔昭和六二年三月二〇日政令第五四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 
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附 則〔昭和六三年一月四日政令第二号〕 

この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。 

附 則〔平成五年一月二二日政令第七号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、医療法の一部を改正する法律〔平成四年七月法律第八九号〕の一部の施行の日（平

成五年四月一日）から施行する。 

附 則〔平成六年七月一日政令第二二三号〕 

この政令は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成六年一二月一四日政令第三八九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行

する。 

附 則〔平成八年三月三一日政令第九四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 

附 則〔平成八年八月一二日政令第二三八号〕 

（施行期日） 

１ この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関して理学診療科の広告をしている者の

当該広告に対する改正後の第五条の三第一項第一号の規定の適用については、この政令の施行の日

から起算して六月を経過するまでの間は、同号中「リハビリテーション科」とあるのは、「リハビ

リテーション科、理学診療科」とする。 

３ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則〔平成八年一一月二〇日政令第三一八号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前に医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第十八条ただし書及びこの政令第二

条の規定による改正前の医療法施行令（以下この項及び次項において「旧令」という。）第一条の

規定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第二十七条及び旧令第一条の規定により都

道府県知事がした検査及び承認（当該通知並びに検査及び承認に係る診療所又は助産所が保健所を

設置する市又は特別区の区域にある場合に限る。）は、同法第十八条ただし書及びこの政令第二条

の規定による改正後の医療法施行令（以下この項において「新令」という。）第一条の規定により

された保健所を設置する市の市長又は特別区の区長（以下「保健所設置市等の長」という。）に対

する通知並びに同法第二十七条及び新令第一条の規定により保健所設置市等の長がした検査及び承

認とみなす。 

３ この政令の施行前に発生した事項につき旧令第四条又は第四条の二の規定により届け出なければ

ならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。 

附 則〔平成九年二月一九日政令第二〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 

附 則〔平成一〇年三月二〇日政令第四六号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、医療法の一部を改正する法律〔平成九年一二月法律第一二五号〕の施行の日（平成

十年四月一日）から施行する。 

附 則〔平成一一年九月三日政令第二六二号〕 

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則〔平成一一年一二月八日政令第三九三号抄〕 

（施行期日） 
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第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成一二年六月七日政令第三〇九号抄〕 

（施行期日） 

１ この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三

年一月六日）から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 

（委員等の任期に関する経過措置） 

３ この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員

の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一・二 〔略〕 

三 医療審議会 

四・五 〔略〕 

附 則〔平成一二年六月七日政令第三三三号〕 

（施行期日） 

１ この政令（第一条を除く。）は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則〔平成一三年一月三一日政令第一六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律〔平成一二年一二月法律第一四一号〕の施行の

日（平成十三年三月一日）から施行する。 

附 則〔平成一四年一月一七日政令第四号〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律〔平成一三年一二月法律第一五三

号〕の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。 

（申請その他の行為に関する経過措置） 

第二条 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令

及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。 

附 則〔平成一四年二月八日政令第二七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、公布の日から施行する。 

附 則〔平成一五年一二月三日政令第四八三号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

附 則〔平成一五年一二月一二日政令第五一六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条ま

での規定は、法〔独立行政法人国立病院機構法＝平成一四年一二月法律第一九一号〕附則第一条た

だし書に規定する規定の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。 

附 則〔平成一五年一二月一九日政令第五三五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律〔平成一四年

七月法律第九六号〕の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成一五年一二月二五日政令第五五六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平

成十六年四月一日から施行する。 

附 則〔平成一六年三月一九日政令第四八号〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第百四十一号）附則第一条第

一号に掲げる規定の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。 

（沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正） 

第二条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百
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八号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一八年五月八日政令第一九三号〕 

この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律〔平成一七年五月法律第五〇号〕の施行の

日（平成十八年五月二十四日）から施行する。 

附 則〔平成一八年一一月二九日政令第三七一号〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 

（良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定

の適用に係る経過措置） 

第二条 国の開設する診療所に関する良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部

を改正する法律附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「医療法第二十七条」とあるの

は「医療法施行令（昭和二十三年政令第三百二十六号）第一条の規定により読み替えて適用される

医療法第二十七条」と、「許可証の交付」とあるのは「承認」と、「第一条の規定による改正後の

医療法第七条第三項」とあるのは「同令第一条の規定により読み替えて適用される第一条の規定に

よる改正後の医療法第七条第三項」と、「許可を」とあるのは「承認を」と、同条第三項中「許可」

とあるのは「承認」とする。 

２ 前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、

独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び国立大学法人法

（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人は、国とみなす。 

（日本郵政公社法施行令の一部改正） 

第三条 日本郵政公社法施行令（平成十四年政令第三百八十四号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（国立大学法人法施行令の一部改正） 

第四条 国立大学法人法施行令（平成十五年政令第四百七十八号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正） 

第五条 独立行政法人国立病院機構法施行令（平成十五年政令第五百十六号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令の一部改正） 

第六条 独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令（平成十五年政令第五百五十六号）の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一九年一月一九日政令第九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

（保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（以下この条

において「改正法」という。）の施行の際現に改正法第六条の規定による改正前の保健師助産師看

護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第十二条第一項の規定によりされている申請に係る登録に

ついては、なお従前の例による。 

附 則〔平成一九年三月二日政令第三九号〕 

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律〔平成一八年六月法律第四八号〕の施行

の日〔平成二〇年一二月一日〕から施行する。 

附 則〔平成一九年七月一三日政令第二〇七号〕 

この政令は、信託法〔平成一八年一二月法律第一〇八号〕の施行の日〔平成一九年九月三〇日〕か

ら施行する。 

附 則〔平成一九年一二月一四日政令第三六九号抄〕 

（施行期日） 
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第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 

（医療法施行令の一部改正に伴う経過措置） 

第七条 既登録社債等については、第四条の規定による改正前の医療法施行令第五条の九の規定は、

なおその効力を有する。 

附 則〔平成二〇年二月二七日政令第三六号〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の医療

法施行令第三条の二に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第六条の五

の規定の適用については、当該診療科名を同法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名

とみなす。 

第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則〔平成二二年三月二五日政令第四一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。〔後略〕 


